
2021 年５月27日 
日本民間放送連盟 

政治および行政との適切な関係の構築に関する基本姿勢 

  放送事業関連会社「東北新社」等による総務省幹部への接待問題をきっかけに、行政の許

認可を必要とする民間事業者と、政治家や行政担当者との関係のあり方に注目が集まってい

る。 

放送は、放送法・電波法にもとづく許認可を要する事業である。法律の制改定や行政執行

の前提として、政治や行政に対し、われわれの事業が置かれている現状への正確な理解を求

めていくことは必要であり、それには政治家や行政担当者との意見交換を欠かすことはでき

ない。しかしながら、その際、もたれ合いや癒着と取られるようなことがあってはならず、

節度をもって対応する必要があるのは言うまでもない。 

民放連は、今回の接待問題を真摯に受け止め、会員各社が政治および行政との間で適切で

透明度の高い関係を築いていくため、以下の基本姿勢を確認する。この基本姿勢は、報道機

関として行う取材活動を制約するものではない。 

１．政治家との関係について 

会員社および民放連の役職員が国会議員等と会食を伴う意見交換等を行う場合は、「国務大

臣、副大臣及び大臣政務官規範」を参考にし、国民の疑惑を招くような行為を行わない。 

国から補助金等を受け取っている民放連会員社は、会社の経費による政治献金は行わない。

説明責任が果たせないような行為は行わない。 

２．行政との関係について 

会員社および民放連の役職員は、利害関係のある国家公務員等と接触する際に、国家公務

員倫理法および国家公務員倫理規程等によって相手先に禁止されている行為を行わない。 

以  上 
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＜参考資料＞ 

●国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範（抜粋）
（６）関係業者との接触等
倫理の保持に万全を期するため、
① 関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与
を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為をしてはならない。

② また、未公開株式を譲り受けること、特定企業における講演会に出席して社会的常識を著
しく超える講演料を得ることは行ってはならない。

●政治資金規正法（抜粋）
（寄附の質的制限）
第二十二条の三 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、調査又は災害
復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法（平成六年法律第五号）第三
条第一項の規定による政党交付金（同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。）を
除く。第四項において同じ。）の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四
項において同じ。）を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日か
ら同日後一年を経過する日（当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取
消しの通知を受けた日）までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。 

●国家公務員倫理規程（抜粋）
（禁止行為）
第三条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与（せん別、祝儀、香典又は供花その他これら

に類するものとしてされるものを含む。）を受けること。 
二 利害関係者から金銭の貸付け（業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの

又は利子の利率が著しく低いものに限る。）を受けること。 
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けるこ

と。 
四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。 
五 利害関係者から未公開株式（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十

六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項
の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。）を譲り受けること。 

六 利害関係者から供応接待を受けること。 
七 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 
八 利害関係者と共に旅行（公務のための旅行を除く。）をすること。 
九 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。 
一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受

けること。 
二 多数の者が出席する立食パーティー（飲食物が提供される会合であって立食形式で行われ

るものをいう。以下同じ。）において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。 
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三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用するこ
と。 

四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車（当該利害
関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。）を利用すること（当該利
害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認めら
れる場合に限る。）。 

五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。 
六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。 
七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。 

３ 第一項の規定の適用については、職員（同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。
以下この項において同じ。）が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若
しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそ
れらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者
から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。 

（禁止行為の例外） 
第四条 職員は、私的な関係（職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。）がある
者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な
関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執
行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定
にかかわらず、同項各号（第九号を除く。）に掲げる行為を行うことができる。 

２ 職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを
判断することができない場合においては、倫理監督官（法第三十九条第一項の倫理監督官をい
う。以下同じ。）に相談し、その指示に従うものとする。 

３ 第一項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等（国
家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等
をいう。以下同じ。）となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き
続いて当該退職を前提として職員として採用された場合（一の特別職国家公務員等として在職
した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提とし
て職員として採用された場合を含む。）における特別職国家公務員等としての身分を含むものと
する。 

（利害関係者以外の者等との間における禁止行為） 
第五条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し
受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けて
はならない。 

２ 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、
その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなか
った事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。 

＜第六～七条 略＞ 
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（利害関係者と共に飲食をする場合の届出） 
第八条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と
共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる
場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。
ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後におい
て速やかに当該事項を届け出なければならない。 
一 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。 
二 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用に

ついて自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担す
るとき。 

●「国家公務員倫理規程 論点整理・事例集（令和２年新装版）」（令和２年３月、国家公務員倫理
審査会事務局、抜粋）

ⅱ）記者、論説委員などの報道関係者
記者、論説委員などの報道関係者が、その職務として取材などの活動を行う場合、その行為

は「事業」には当たらないため、基本的には「事業者等」には該当しない。しかしながら、行政
から委託等され執筆などを継続的に行うような場合は、行政の要請という「一定の目的」もあ
り「事業」と判断されるため、「事業者等」とされる。また、報道機関の利益のためにする行為
を行う場合は、当然に「事業者等」とみなされる。

以  上 




